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日本熱測定学会　表彰規定

（総　則）

第1条 日本熱測定学会（以下，「本会」という。）は，熱測

定の進歩発展に寄与し，その業績が特に顕著な者

を表彰する。

（表彰の種類）

第2条 表彰の種類は以下の2種とする。

1. 日本熱測定学会　学会賞（以下，「学会賞」という）

2. 日本熱測定学会　奨励賞（以下，「奨励賞」という）

（表彰状の授与）

第3条 前述の各賞に対して，表彰状を授与する。

（学会賞）

第4条 学会賞は，当該年の4月1日現在，本会会員歴3年

以上の正会員であって，熱測定分野における技術

進歩，学術研究等において顕著な業績または功績

のあった個人，あるいはグループに授与する。

（奨励賞）

第5条 奨励賞は，当該年の4月1日現在，本会会員歴1年

以上の会員であって，満40歳に達しない者を対象

とし，熱測定に関する先導的，開拓的な優れた研

究業績を挙げ，その研究のさらなる発展が期待さ

れる個人に授与する。

（表彰の件数）

第6条 学会賞は，毎年3件以内とする。

第7条 奨励賞は，毎年2件以内とする。

（学会賞受賞候補者の推薦）

第8条 学会賞候補者の推薦は，別に定める学会賞選考委

員会により委嘱された推薦委員による推薦，また

は会員による推薦あるいは自薦による。

第9条 受賞候補者の推薦方法および日程は，次のとおり

とする。

1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。

2. 4月末日までに指定の書類を会長宛，学会事務局に

提出する。

（奨励賞受賞候補者の推薦）

第10条 奨励賞候補者の推薦は会員による推薦，あるいは

自薦による。

第11条 受賞候補者の推薦方法および日程は，次のとおり

とする。

1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。

2. 4月末日までに指定の書類を会長宛，学会事務局に

提出する。

（受賞者の選考）

第12条 受賞者の選考は，別に定める学会賞等選考委員会

で行い，当該選考委員長は，選考理由書を添えて

選考結果を会長に答申する。会長は，選考委員会

からの答申に基づき受賞者を決定する。

（授与式）

第13条 授与式は，当該年度の総会において執り行う。

付則 この規定は2004年10月13日制定し，同日より施行

する。2006年10月8日一部改訂し，同日より施行す

る。

日本熱測定学会　学会賞等選考委員会規定

第1条 日本熱測定学会は，日本熱測定学会が授与する各

賞の受賞候補者を選考するために，学会賞等選考

委員会（以下，「選考委員会」という）を置く。

第2条 選考委員会の委員は，会長によって年度始めに委

嘱され，公表される。その任期は1年とし，重任を

妨げない。

第3条 選考委員会の構成は，委員長 1名，委員 4名とす

る。委員長は委員の互選によって決める。欠員が

生じた場合は，直ちに補充するものとし，補充さ

れた者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとす

る。

第4条 選考委員会は，日本熱測定学会が授与する賞の受

賞候補者を選考し，会長に答申を行う。

第5条 選考の方法は，当該選考委員会において決定する。

第6条 選考委員会は，必要に応じて関連専門分野から推

薦委員，および審査委員を委嘱することができる。

第7条 学会賞および奨励賞受賞候補者，学会賞および奨

励賞受賞候補者の直接の指導者，共同研究者およ

び推薦者は，選考委員または審査委員になること

はできない。委員委嘱後に上述の事情が生じた当

該委員は，委員を辞退するものとする。

付則 この規定は2004年10月13日制定し，同日より施行

する。




